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史実：「八丈島法律相談」

2015.3.10(31頁)

2015.3.10(32頁)

←

33回目の実施。23区で

も多摩でもない東京都

の感覚。訪問して初め

てわかる。
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史実：「女性会員のための昼食会」

2015.7.10(56頁)

→

新入会員からベ㋢ラン

まで、幅広い期の方々

が参加。
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III-5 —歴史を振り返る—

総括

法友全期会のブランディングによって見えてきたものは、

創立から約55年間、常に、その時代の弁護士・弁護士会が

かかえる問題と向き合い、それを克服していこうとする会

員の姿勢であり、また、弁護士・弁護士会が求められる役

割を探究し、それに応えたいという会員の熱い思いであっ

た。問題を克服するため、あるいは新しい㋥ーズに応える

ためには、自らが変わることを恐れてはならない。その意

味で、法友全期会は、その時代に応じて柔軟に変化しなが

ら現在に至っているといえる。

　しかしながら、変化を遂げた法友全期会にも、どのよう

な時代であれ変わらない会としての根本原理や存在価値

（㋙㋐バ㋷ュー）があるはずである。本年度のブランディ

ングPTの目的は、まさに法友全期会の㋙㋐バ㋷ューとは

何かを明らかにし、それを広報㋡ー㋸として形にすること

であった。

　そして、その目的、すなわち㋙㋐バ㋷ューの明確化は、

法友全期会の歴史を紐解けば、至極容易なことだったと気

付いた。

　「しがらみのない若手集団」

　法友全期会の㋙㋐バ㋷ューは、まさに、「しがらみがない

ゆえに法曹界と自分自身の未来を創ることのできる若手集

団である」ということにある。

　このブランディングの成果物であるパン㋫㆑ッ㋣の表紙

には、「今しかできないことを成す。」という言葉が付記さ

れているが、これは、上述の㋙㋐バ㋷ューを会員向けにも

対外的にも㋐ピー㋸するためのメッセージである。

　そして、本書は、上述の㋙㋐バ㋷ューを法友全期会とし

て大切にし、未来に引き継いでいきたいという思いから生

まれたものである。

　法友全期会が法曹界、そして会員の未来を創る存在であ

り続けることを信じてやまない。

2017年度法友全期会代表幹事　井﨑淳二
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IV まとめ

企業や団体の歴史を振り返り、原点、転機から㋙㋐バ

㋷ューを導き出す。その流れから、将来的に自身が為すべ

きことをビジョンとして確定。そのための中長期的な行動

原点

転機

真理

転換・集中

未来

若手の意見集団

巨大化、母体との同質化

法曹界と自身の未来をつくる活動

法曹界と自身の理想実現

→コアバリュー →ストーリー

→ビジネスモデル

→ビジョン

しがらみのない若手集団
義理人情の介在しない若手
会派を超えた会員構成

若手にしかできないことを、体を張って

がビジ㋧㋜㋲デ㋸となる。

　自身の価値と成すべきことと見つける、ブランディング

では最初に行う重要な整理。

㋪ストリー㋮トリックス

松下式 共感ブランディング㋺ジッ㋗
 I K KO MATS US H I TA BR A ND DES IGN L A BO
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コアバリューの考察

根本価値

根本原理

若き日にしか、変えられない未来

↓
㋙㋐バ㋷ュー

しがらみのない若手集団

その行動が、未来を創る

若いから、思いきれる。

若いから、先輩に助言をもらえる。

若いから、しがらみがない。

今しかできないことを真剣に考える。

そして行動する。

それは法曹界と自身の未来を変え、

かけがえのない友をも創る。

根本原理

企業や団体の歴史を振り返り、原点、転機から㋙㋐バ㋷ュー

を導き出す。その流れから、将来的に自身が為すべきこと

をビジョンとして確定。そのための中長期的な行動。

根本価値

㋙㋐バ㋷ューにより生まれる価値を具体的に表現したもの

コアバリュー

根本原理で導き出される企業や団体の「核となる価値観」。

ビジョンや㋯ッ㋛ョン、その後の行動を決定づけるために

揺らぐことのない㋙㋐バ㋷ューを設定する。
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コアメッセージ

㋑ン㋤ー基本メッセージ

未来をつくる、今しかできないこと。

かつて日本中が熱狂したラグビーW杯。
その中心人物、五郎丸歩選手には、大切にしている言葉がある。

「今を変えなければ、未来は変わらない。」

それは元日本代表㋬ッド㋙ー㋠であるジョン・㋕ー㋻ンの言葉だ。
㋭㋻㋑㋣ボードに「過去、今、未来」と書かれていたある日の㋯ー㋢ィング。
「過去は変えられるか」と問われた五郎丸は「変えられません」と答えた。
続いて「未来は変えられるか」と問われ、今度は「変えられます」と答えた。

するとそこで㋕ー㋻ン氏はこう答えたと言います。

「違う。お前が変えないといけないのは、今だ。今を変えなければ、未来は変わらない」。

大志を抱き、学び、悩み、法曹界に飛び込んだ我々が、今すべきこと。
もし、法曹界と自分自身の未来をつくりたいなら、
その行動は今すぐ開始しなければならない。

法友全期会は15年しか在籍できない。
その期間が未来にとって重要な一瞬だと、私たちは理解しているからだ。

未来をつくる、今しかできないこと。ともに考え行動しよう。
法曹界と自身の未来のために

コアメッセージ　イン㋤ー基本メッセージ

（対内用コアメッセージ）

㋙㋐バ㋷ューや根本価値を内部で共有するため書かれるメッセージ。

自身の所属する企業、団体の価値を認識し誇りを持ち、意欲と意識を高める目的がある。
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コアメッセージ

㋐㋒㋟ー基本メッセージ

活動への思い

今しかできないことを成そう。

少し青臭くても、照れ臭くても、揶揄されても

今しかできないことを、共に成そう。

司法の道を志し、必死で学んだ日々。そして㋜㋟ー㋣ラ㋑ンに立った今。

未来のためにできること

それは若さを活かす活動だと全期会は考える。

そしてかけがえのない友を創ることだとも思う。

やがて経験を積んで、成熟し、責任も増すし、信頼も集める。

でもその時には、できないことが今はできる。

今しかできないことを、共に成そう。

コアメッセージ　ア㋒ター基本メッセージ

（対外用コアメッセージ）

㋙㋐バ㋷ューや根本価値を伝えやすく表現したメッセージ。

自身の所属する企業、団体の価値や魅力を

対外的に訴求する場合このメッセージを基本に、

ラ㋑㋢ィング表現する。
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ブランドスローガン＆ブランドプロミスの考察

㋜㋺ーガン

ブランドスローガン＆ブランドプロミスの考察

誓

今しかできないことを成す

私たち法友全期会は、限られた「若手」弁護士としての日々を大切にし、

今しかできないことを、共に考え、議論し、行動に移します。

自由闊達な意見交換・情報交換で、

今、法曹界に、そして自分達に、何が必要かを考え、提案します。

そして、貴重な「若手」弁護士としての日々を仲間と共有することで、

自身の生涯において、かけがえのない友を創ります。

誓

㋜㋺ーガンを受けて誓う自らの行動規範

ブランドスローガン

㋙㋐バ㋷ューや根本価値を内部で共有するため書かれるメッセージ。

自身の所属する企業、団体の価値を認識し誇りを持ち、意欲と意識を高める目的がある。
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活動の価値メッセージ

3つの価値

1

業界若手 No. 1として、法曹界の発展のために尽力しよう。

2

若いうちしかできない、体を張った行動と経験を積もう。

3

後の人生にとって、かけがえのない友や仲間を得よう。

活動の価値メッセージ　3つの価値

会の目標やビジョン達成に向けての価値ある行動を 3つにまとめたもの

活動内容も想起しやすく㋷㋗㋸ー㋣用の㋡ー㋸にも活用できる
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求人メッセージ

今しかできないこと。
その行動が未来をつくる。

司法を志し、学んだ日々。

そしてスタートラインに立った今、

未来のためにできること。

それは、若さを活かす活動だと法友全期会は考える。

若いから、思いきれる。

若いから、先輩に助言をもらえる。

若いから、しがらみがない。

今しかできないことを真剣に考え、そして行動する。

それは法曹界と自身の未来を変え、

かけがえのない友をも創る。

やがて経験を積み、成熟し、責任も増し、信頼も集める。

しかし、その時には、できないことがある。

今しかできないことを、共に成そう。

求人メッセージ（㋷㋗㋸ー㋣用メッセージ）

㋙㋐バ㋷ュー、根本価値、活動、思いを伝えるメッセージ

㋷㋗㋸ー㋣用㋫ラ㋑㋳ーやパン㋫㆑ッ㋣または説明会などで使用する
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ビジョン

ミッション

未来をつくる行動

アクションプログラム

法曹界と自身の理想実現

業界若手No.1 として、
機動力と発信力で未来をつくる。

機動力を活かした行動
果敢な挑戦と積極的な発信

未来へつながるネットワークをつくる。

ビジョン（目標、方向性、行動指針）

企業、団体が組織としてありたい姿や、㋯ッ㋛ョンを達成させるための行動指針を示したもの

表向きに企業、団体がどういうものかを示したもの

ミッション（使命、目的、企業の存在意義）

企業、団体がどんな社会を実現するのかをあらわしたもの

会社内部に浸透させたい考え方で、企業、団体の判断基準にもなるもの

アクションプログラム（行動指針）

ビジョン・㋯ッ㋛ョンを達成するための実施する具体的な行動内容
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「全期会」の名称の由来

ロゴの意味

㋺ゴの形状は、法友全期会の「法友」の㋺ー㋮字表記（Hoyu）

の頭文字「H」と全期の㋺ー㋮字表記（Zenki）の頭文字

「Z」をベー㋜に、「我々が市民のみなさまを支える」とい

う㋑メージを表している。

　㋕ラー㋷ングについては、法友全期会が「若手」の会で

あることから、若さを表す色として、青色と緑色（新緑）

を採用している。

（ 2015年度に作成 ）

司法研修所1期有志が、司法研修所出身者の会に名前をと

思い立ち、初代所長前澤忠成判事に相談したところ、前澤

判事はしばらく考えられた後、奥から「全人」という雑誌

を持って来られ、「全人とは調和のとれた人という意味で、

法曹の志すべき人間像だ。会名は『全期会』がいいだろう」

と話された。ここに司法研修所出身者の会が「全期会」と

名付けられることとなった。

「全期会」の名称は、各期の全てを通じ、かつ、法曹の理

想像を表している。

※矢吹輝夫氏著述より要旨
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組織図+各委員会

上記組織図は、選任権・指名権をベー㋜に整理している。

　代表幹事及び監事は、総会により選任される（法友全期

会会則（以下「会則」という）第7条1号及び2号）。

　各委員会委員長（会則第19条第1文）、事務局長（会則第

12条第3文）、副代表幹事（会則第2条第2文）及び事務局幹

事（会則第12条第3文）は、いずれも、代表幹事が選任する。

　「代表代行」と呼ばれている職務代行者は、代表幹事によ

り指名される（会則第11条第2文）。慣例として、代表代行

は、代表幹事と同期が指名されることから、同じ副代表幹

事である事務局長や他の副代表幹事より上に位置づけてい

る。

代表幹事、代表代行・事務局幹事をはじめとする副代表

幹事、事務局幹事及び各委員会委員長をもって執行部会が

構成される（会則第13条第2文）。

　なお、代表幹事、副代表幹事、各委員会委員長、及び、監

事は、役員を構成する（会則第10条第1文）。また、事務局

長と事務局幹事によって事務局が構成されるので（会則第

12条）、事務局長の下に事務局幹事を位置づけ、組織図のラ

㋑ンもやや事務局長よりにしている。

　常置委員会としては、政策委員会、業務委員会及び企画

委員会の3委員会である（会則第17条）。法律相談セン㋟ー

委員会については、法友全期会法律相談セン㋟ー委員会運

営規則第1条により設置される。その他の委員会は、総会又

は執行部会の議を経て設置されている（会則第18条）

（2017年度）
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法友全期会会則

第7条（総会の審議事項）

　総会は下記の事項を審議する。

　1.代表幹事の選任

　2.監事の選任

　3.会則の改正、規則の制定・改廃

　4.予算・決算の承認

　5.その他執行部会が総会に付議するを相当と認めた事項

第10条（役員）

本会に次の役員を置く。

　1.代表幹事：1名

　2.副代表幹事：若干名

　3. 政策委員会、業務委員会、企画委員会、その他総会又

は執行部会の議を経て置かれた委員会の委員長（以下

「各委員会の委員長」という。）：各1名

　4. 監事：1名

　副代表幹事は会員中から代表幹事が選任する。

第11条（役員の権限）

　代表幹事は本会を代表し会務を掌理する。

　代表幹事は副代表幹事の中から1人又は複数の職務代行

者を指名し、必要に応じて代表幹事の職務を代行させるこ

とができる。

　副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故がある

ときは、前項の規定に関わらず副代表幹事の互選により選

出された者が代表幹事の職務を代行する。

　各委員会の委員長は、各委員会の事務を掌理する。

　監事は本会の会計の監査を行い、総会において監査報告

をする。

第12条（事務局）

　代表幹事は事務局を設けて本会の事務を処理させる。　

　事務局は事務局長1名、事務局幹事若干名によって構成

する。

　事務局長は副代表幹事の中から、また事務局幹事は会員

の中から代表幹事が選任する。

第13条（執行部会）

　本会に執行部会を置く。

　執行部会は次に掲げる者をもって構成する。

　1.代表幹事

　2.副代表幹事

　3.事務局幹事

　4.各委員会の委員長

第17条（委員会）

　本会の目的達成のため次の委員会を置く。

　1.政策委員会

　2.業務委員会

　3.企画委員会

第18条（委員会の設置）

　本会は必要に応じ総会又は執行部会の議を経て、特定の

事項を行うためその組織及び権限を定めてその他の委員会

を置くことができる。

第19条（委員会の運営）

　委員会は委員長1名、委員若干名にて構成し、委員長及び

委員は会員の中から代表幹事が選任する。

　委員会の委員長及び委員の任期は別に定める場合を除き

第14条を準用する。

法友全期会法律相談センター委員会運営規則

第1条 （目的）

　法友全期会（以下「本会」という。）は、一般市民等に対

して法律相談を行うため、法友全期会法律相談セン㋟ー委

員会（以下「本委員会」という。）を設置する。
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現在の活動
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若き友よ、共に行こう
未来を切り拓く挑戦の道を

法友全期会の歴史をふりかえれば、

つねに司法の理想と、自らの成長を追求し、

いくども改革の道を歩いてきた足跡が見える。

古き因習は打ち壊し、固定観念を敵とし、

変化を恐れず挑戦してきた。

その姿勢はこれからも変わらない。

弁護士はともすれば孤立し、

狭い世界に閉じ込められてしまう。

われわれは集い、多様な考えに触れ

㋫ェ㋐な思考力を培う。

われわれは集い、互いを助け合い

困難な現実に打ち勝つ。

弁護士同士の連帯はもとより

他業種の㋜ペ㋛ャ㋷㋜㋣との絆を広げ

新しい知恵と発想を取り入れていく。

若き友よ、共に行こう。

かけがえのない絆を武器にして

「法友全期会」という若き船に乗り、

司法の理想と自らの成長を追求する道を。

V 未来へのメッセージ


